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３月・４月は組合員の人事異動や、被扶養者の進学や就職による転居が多くなる時期となります。住所を変更

したら、共済組合に届出をしましょう。また、氏名を変更した際にも届出をしましょう。 

 

【住所を変更したとき】 

・組合員等情報変更申告書  

・住民票の写し  

※ 被扶養者の住民票上の変更がある場合のみ提出。被扶養者の居所のみの変更、組合員本人のみの変更につい

ては不要 

・国民年金第３号被保険者住所変更届 

 ※ 組合員の配偶者である被扶養者（20歳以上 60歳未満）で、住所等を変更した場合のみ提出 

 

【氏名を変更したとき】 

・組合員等情報変更申告書  

・組合員証等 

・国民年金第３号被保険者関係届 

 ※ 組合員の配偶者である被扶養者（20歳以上 60歳未満）で、氏名を変更した場合のみ提出 

 

住所や氏名を変更したら届出をしよう！ 

短期給付係     

（082）513-4957 


